
平成２３年６月１日現在

・大学地域交流フェスタの実
施
・「環びわ湖地域政策ネット
ワーク事業」の実施
・新たな大学・地域連携事業
の検討

・学生市民交流事業継続
・滋賀の魅力再発見企画
・いずれも留学生を加えた企
画として実施

・高校低学年生徒向け「学び
の誘い」共同開催
・高校教員との連携会議の実
施

・合同企業説明会開催(3回）
・学生を対象とした就職活動
に活かす講演会の実施
・滋賀県企業人事担当者と大
学就職担当者との情報交換
会の開催
・大学就職担当者間の情報
交換会・研修会の開催

・参加大学の特徴的な科目、
集中開講の科目、滋賀らしい
科目の提供。夏期や土曜の
集中開講はフィールドワーク
やeラーニングを取り入れた
科目を提供

事務局
（ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ大津5階）

（事務局長１、補佐１）

幹事会

（教学関係責任者・県）

総会提出議案の作成、総会決議事項の日常的執行等

代表幹事は、事務局長を統括する。

常任幹事校５大学
非常任幹事校から２大学
滋賀県
代表幹事（副理事長大学）
副代表幹事２（理事長大学と
常任幹事校のうちから）

広報事業

大学地域連携事業委員会 学生支援事業委員会 高大連携事業委員会 就職支援事業委員会 単位互換事業委員会

一般社団法人 環びわ湖大学・地域コンソーシアム 組織図

名誉顧問（知事）
総会

（正会員）

最高意思決定機関

事業計画・予算の承認、事業報告・決算の承認、定款の
変更、役員の選任等

総会は正会員（大学・短大/
県・市/経済団体）で組織
他に、賛助会員（経済団体、
個別企業）
特別賛助会員（平和堂)

理事

（学長・副知事）

業務の執行責任者

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、法
人のため忠実にその職務を行わなければならない。理
事は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が
あることを発見したときは、直ちに監事に報告しなけれ
ばならない。

理事８（大学・短大会員、副
知事）
監事２（大学・短大会員）
理事長１・副理事長２（総会で
選任/監事は非常任幹事校
より選任）

監  事


